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第１章　総　　則

（目　的）
第１条　　この基準は、工務課の業務執行に関して、課内各構成員の基本的業務について、その責任と権限の基準を明確にし、業務の組織的かつ効率的運営を図ることを目的とする。

（用語の定義）
第２条　　この基準で使用する用語の定義は次のとおりとする。
　　　　「構成員」とは、職務上の地位に応じて課内業務を分担した者をいい、課長、係長、係員から成る。


第２章　業務実施の原則と業務分掌

（業務実施の原則）
第３条　　各構成員は、その業務の実施に当たっては、他構成員を尊重すると共に次の事項を遵守しなければならない。
1.　定められた業務を実施するに当たり、指揮命令系統を乱さないこと。
2.　業務を実施するために、必要な助力を関係各構成員に求めることができる。助力を求められた各構成員は、これに助言・勧告を行い、必要な協力を惜しまないこと。
3.　課長、係長は係員を指揮、監督すると共に、必要な情報を与え又は業務実施上の指針を示す等適切にこれを指導すること。
4.　係員は課長、係長に対し、命ぜられた業務を行う他、担当業務につき積極的に意見具申を行い、補佐すること。
5.　係員は課長、係長に対し、その業務進捗状況を適時報告すること。
6.　係員は異例の事項及び自己の職務権限の範囲を越える事項が含まれている場合は、課長、係長に指示を求めること。

（課　長）
第４条　　課長は工務部長の命を受け、係長以下の係員を指揮、監督し、課の業務を執行し、結果責任を負う。

（課長代理）
第５条　　課長代理は、課長の命を受け、構成員を指揮・監督し、課の業務を執行すると共に課長を補佐する。課長不在時及び緊急時においては、課長の業務を代行する。

（係　長）
第６条　　係長は課長の命を受け、係員を指揮、監督し、課の業務を行うと共に、その諸業務において、課長を補佐する。




第３章　業務範囲及び権限委譲

（業務範囲）
第７条　　工務課は、工事予算の見積り、設備の診断、点検、修理及び請負工事の監督等に関する業務を分掌する。各係員の業務内容は別表のとおり。

（権限委譲）
第８条　　課長及び係長は自己の業務を係員に委譲することができる。
ただし、その業務実施状況及び結果に対する監督責任を免れることはできない。

（代務者）
第９条　　前条に基づき、係長が不在の場合は係員のうち課長が指名したものがその代理者としての業
務を行う事ができる。


第４章　雑　則

（基準の管理）
第10条　　この基準の管理責任者は工務課長とする。


付　　則

①　この基準は、１９９３年　６月３０日より施行する。
②　１９９５年１０月　１日　一部改訂
③　１９９７年　３月　１日　一部改訂
④　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる一部改訂
⑤　２０２１年　７月　１日　組織変更による一部改訂
⑥　２０２５年１２月　１日　一部改訂



















別表

	業　　　務　　　範　　　囲
	課長
	保　全　係

	
	
	係長
	係員

	 1.工事の予算見積り及び実施、工事管理業務
	△
	○
	◎

	 2.施設の診断、点検、整備、修理等の保全業務
	△
	○
	◎

	 3.設備の維持及び管理業務
	△
	○
	◎

	 4.請負工事業者の監督業務
	△
	○
	◎

	 5.工事検収の業務
	△
	○
	◎

	 6.設備の故障解析、対策立案の業務
	△
	○
	◎

	 7.定期修理、日常修理計画の立案及び遂行の業務
	△
	○
	◎

	 8.官庁申請助勢業務
	△
	○
	◎

	 9.保全管理業務
	△
	○
	◎

	10.基準書作成、改訂、廃止業務
	△
	○
	◎

	11.設備の新設、増設、合理化、改良の計画、立案業務
	△
	○
	◎

	12.設備の新増設、改造に関する設計業務
	△
	○
	◎

	13.前各号に関連する付帯業務
	△
	○
	◎


          △：課起案、承認、結果責任
          ◎：作成、実施
          ○：確認、チェック、修正
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